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・淺沼組作業所で化学物質を使用して作業を行う時は下記の手順の実施をお願いします。

※材料を元請けより提供される場合は違います。（生コン、モルタル等）

➀化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任を行う。

➁使用する材料のＳＤＳがあるか確認を行う。

➂ＳＤＳがある場合はＳＤＳを取り寄せる。

➃ＳＤＳを確認しリスク管理マニュアルに該当する物質であれば各作業ごとにリスク管理マニュ

アルを使用しリスクアセスメントを実施し、保護具の選定を行なう。

➄作業開始日までにリスクアセスメントの結果を周知し、記録（各労働者のサイン）を行ない、

実際に使用する保護具を記入し淺沼組作業所に提出する。

※リスク管理マニュアルおよびリスクアセスメントシートの様式は任意とする

※以下の作成手順については、当社が運用する様式となります。

必要な協力会社は当社外部HPよりダウンロードしてご活用ください。

リスク管理マニュアルはP３～４、リスクアセスメントシートはP５～６ をご確認ください。

P１

各Q＆A

❶化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任はどこまで選任するのか

⇒元請け、１次業者だけでの選任だけではなく各社（２次～３次～）による選任を実施する。

❷リスク管理マニュアルに該当しない作業を実施する場合はどうするのか

⇒リスクアセスメントシートがあるので材料ごとにリスクアセスメントを実施する。

❸各作業ごとにリスク管理マニュアルを作成とあるが具体的な例は

⇒例）塗装工事の場合は外壁塗装、内壁塗装がある場合は外壁塗装で１つ、内壁塗装で

１つリスク管理マニュアルを作成

例）塗装工事の場合で外壁工事で吹付にて塗装とローラーにて塗装の場合は吹付で

１つ、ローラーで１つのリスク管理マニュアルを作成



・淺沼組作業所職員は下記の手順の実施をお願いします。

※淺沼組より提供する生コン、 モルタル等についてはP１の➀～➄の手順を参考にして実施

➀協力会社より提出されたSDS、リスクアセスメント用紙（リスク管理マニュアル又はリスク

アセスメントシート）のデータをドロップボックス等に仕分けて保存

➁上記、ファイリング等により事務所、各材料置き場に設置。

なお、リスク管理マニュアル（又はリスクアセスメントシート）は、掲示等により周知のこと

化学物質を取り扱う作業についての準備（淺沼組作業所版）

P２

各Q＆A

❶SDSが多くて印刷が大変なのでデジタル化での掲示は可能でしょうか。

⇒SDSについては電子メールや二次元コード等でのSDS通知が可能になります。下記のQR

資料（化学物質法改正リーフレット）のご参照ください。

❶化学物質法改正リーフレット



リスク管理マニュアルの作成手順について

P３

・下記手順を参考にリスク管理マニュアルの作成をお願いします。

➀SDSにて成分情報を確認する。 ［ 3.組成及び成分情報 ］

➁リスク管理マニュアルの物質一覧の中に該当する物があればチェックを入れる。

該当物質がある場合はここに
チェックを入れる

CAS番号：化学物質の整理番号



➂化学物質管理者、保護具着用管理者・実際に作業される方、淺沼組職員ごとに各者

記載を行う。

工事ごとの材料を記入する
例）ドア塗装等で下塗材、中塗材、上塗材を使用
する場合はその物質を記載する。

各Q＆A

❶ 複数記載する可能性がある製品名、メーカー、化学物質管理責任者、保護具着用責任者

が枠内に収まらない場合はどうすればよいですか。

⇒リスク管理マニュアルの１枚目の物質一覧の下部にスペースがあるので枠に収まらない場合

はそのスペースに記載をお願いします。

P４

※リスク管理マニュアルはリスクアセスメントを実施したものをマニュアル化
したものであり、これを活用し作成すれば、リスク低減措置も講じていること
になります。



リスクアセスメントシート作成手順について

P５

・下記手順を参考にリスクアセスメントシートの作成をお願いします。

➀SDSの「２．危険有害性の要約、化学品のGHS分類」を確認しどの区分に該当しているか

を確認して該当している箇所に〇を記入する。

➀「２．危険有害性の要約、化学品のGHS分類」を確

認しどの区分に該当しているか確認

➀リスクアセスメントシートの対象の欄にSDSで確認した

危険有害性区分に該当している箇所に〇を記入



➃作成したリスクアセスメントを自社の作業員に周知を行い、周知サインを実施したものを

淺沼組に提出を行う。

➂先述の➀で該当する箇所に〇を入れれば自動的にリスクアセスメントを実施されるので

「対策要」とでた場合は一般的低減対策が自動的に記載され、必要に応じて表右端の

「その他記載欄」に任意記載する。 （例：作業エリアは、関係者以外立入禁止措置を行う）

➁作業環境は表を参考に赤枠内に入力する。

※入力すると全項目に自動的に反映される。

P６
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